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別 表 第 八 イ の 表 中

A 鯛 淵 渾 滞

今 苫 4 年 1 2 J = l  2 2  1 3  ( * I i i  1 3 )  

A 懺 咄 渾 滞

o l 警 翠 3 舞 芦 ミ 茫 貫 湮 斗 が 翌 浬 3 雙 ば 塁 ― l 知 g 巴 ― ＿

詈 言 喜 喜 旦 斗 5 已― l 誓 l 慧 賃 斗 5 言l

S I 衷 肉 姑 臣 斗 巳 塁 ― l

〇 巴 ― ― 津 旦 古 国 竺 出 玉 睾 震 ミ 量 翁 知 0 埠 玉 翌 癖 戸 湮 斗

が 冷 室 3 恙 f ヰ 忠 翌 S I 衷 5 廷 I E - - t 6 溢 羞 l

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 及 び 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 十 二 月 二 十 二 日

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 九 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 及 び 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 七 十 一 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 九 十 」 を 「 百 分 の 二 百 十 」 に 、 「 百 分 の 二 百 三 十 」 を 「 百 分 の 二 百 五 十 」 に 改 め 、

同 条 第 二 号 中 「 百 分 の 九 十 」 を 「 百 分 の 百 」 に 、 「 百 分 の 百 十 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 改 め る 。

「
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当 該 号 給 は 、 当 該 職 員 が 降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 達 し な い 額 の 号 給 で な

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 6  

に 改 め る 。

第 二 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 三 条 第 四 項 中 「 昇 格 さ せ た 場 合 に お け る そ の 者 の 号 給 は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 人 事 委 員 会 の 定 め

る 号 給 と す る 」 を 「 昇 格 さ せ る 場 合 に お い て 、 前 三 項 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ る 号 給 が 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 著

し く 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 者 の 号 給 を

決 定 す る こ と が で き る 」 に 改 め る 。

第 二 十 四 条 第 一 項 中 「 降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 号 給 と 同 じ 額 の 号 給 （ 同 じ 額 の 号 給 が な い と き は 、 直 近 下

位 の 額 の 号 給 ） 」 を 「 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 に 応 じ 、 か つ 、 降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 号 給 に 対 応 す

る 別 表 第 八 の 二 に 定 め る 降 格 時 号 給 対 応 表 の 降 格 後 の 号 給 欄 に 定 め る 号 給 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 に 後 段 と し て 次 の

よ う に 加 え る 。

こ の 場 合 に お い て 、

け れ ば な ら な い 。
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令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

抵11l +K~怜様RH=印感廿ー「忌冊様R<C1I」如「忌冊様<Cli]」し音袋心゜

踪..µ+ I ~祖底 Irr侭廿「江＜尺81I江＋」如「江＜尺81I江」旦＇「江＜尺 81I江井十」如「江＜尺81I江国＋」旦洛唸

匡《祖底1I rr)r:>廿「江(RC江」如「江(RC兵十井」旦＇「江 (RC江11+」如「江(RCJm十井」旦洛袋心゜

忌砥~<81 I 如忌砥踪<C li] 心 ⇒＇忌冊様<CましまC l 冊如呈矛沢心゜

別表第 8の 2 (第24条関係）

降格 時号給対応表

イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

1 33 17 17 ， ， 13 13 17 

2 33 18 18 10 10 14 14 18 

3 33 19 19 11 11 15 15 19 

4 34 20 20 12 12 16 16 20 

5 35 21 21 13 13 17 17 21 

6 36 22 22 14 14 18 18 22 

7 37 23 23 15 15 19 19 23 

8 39 24 24 16 16 20 20 24 

， 40 25 25 17 17 21 21 25 

10 42 26 26 18 18 22 22 26 

11 43 27 27 19 19 23 23 27 

12 44 28 28 20 20 24 24 28 

13 45 29 29 21 21 25 25 33 

14 46 30 30 22 22 26 26 38 

15 47 31 31 23 23 27 27 43 

16 48 32 32 24 24 28 28 45 

17 49 33 33 25 25 29 29 45 

18 50 34 34 26 26 30 30 45 

19 51 35 35 27 27 31 31 45 

20 52 36 36 28 28 32 32 45 

21 53 37 37 29 29 34 33 45 

22 54 38 38 30 30 36 34 45 

23 55 39 39 31 31 38 35 45 

24 56 40 40 32 32 40 36 45 

25 59 41 41 33 33 42 38 45 

26 62 42 42 34 34 44 40 45 

27 65 43 43 35 35 46 42 45 

28 68 44 44 36 36 48 47 45 

29 70 45 45 37 37 52 52 45 

30 72 46 46 38 38 56 57 45 

31 74 47 47 39 39 67 61 45 

32 76 48 48 40 40 80 61 45 

33 78 49 49 41 41 82 61 45 

34 80 50 50 42 42 84 61 45 

35 82 51 51 43 43 85 61 45 

36 84 52 52 44 44 85 61 45 

37 86 53 53 45 45 85 61 45 

38 88 54 54 46 46 85 61 45 



4
 

令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

39 90 55 55 47 47 85 61 45 

40 92 56 56 48 48 85 61 45 

41 93 58 57 49 50 85 61 45 

42 93 60 58 50 52 85 61 

43 93 62 59 51 54 85 61 

44 93 64 60 52 56 85 61 

45 93 66 63 53 58 85 61 

46 93 68 66 54 60 85 

47 93 70 69 55 62 85 

48 93 72 72 56 64 85 

49 93 76 75 57 66 85 

50 93 80 78 58 76 85 

51 93 84 81 59 88 85 

52 93 88 84 60 92 85 

53 93 93 88 61 93 85 

54 93 98 92 62 93 85 

55 93 103 97 63 93 85 

56 93 109 102 64 93 85 

57 93 115 107 65 93 85 

58 93 121 112 66 93 85 

59 93 125 113 67 93 85 

60 93 125 113 68 93 85 

61 93 125 113 69 93 85 

62 93 125 113 70 93 

63 93 125 113 71 93 

64 93 125 113 72 93 

65 93 125 113 73 93 

66 93 125 113 74 93 

67 93 125 113 75 93 

68 93 125 113 80 93 

69 93 125 113 85 93 

70 93 125 113 88 93 

71 93 125 113 89 93 

72 93 125 113 90 93 

73 93 125 113 91 93 

74 93 125 113 92 93 

75 93 125 113 93 93 

76 93 125 113 93 93 

77 93 125 113 93 93 

78 93 125 113 93 93 

79 93 125 113 93 93 

80 93 125 113 93 93 

81 93 125 113 93 93 

82 93 125 113 93 93 

83 93 125 113 93 93 

84 93 125 113 93 93 

85 93 125 113 93 93 



令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

86 93 125 113 93 

87 93 125 113 93 

88 93 125 113 93 

89 93 125 113 93 

90 93 125 113 93 

91 93 125 113 93 

92 93 125 113 93 

93 93 125 113 93 

94 93 125 

95 93 125 

96 93 125 

97 93 125 

98 93 125 

99 93 125 

100 93 125 

101 93 125 

102 93 125 

103 93 125 

104 93 125 

105 93 125 

106 93 125 

107 93 125 

108 93 125 

109 93 125 

110 93 125 

111 93 125 

112 93 125 

113 93 125 

114 93 

115 93 

116 93 

117 93 

118 93 

119 93 

120 93 

121 93 

122 93 

123 93 

124 93 

125 93 

ロ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

1 ， 13 17 25 ， ， 13 13 

2 10 13 18 26 10 10 14 14 

3 10 13 19 27 11 11 15 15 
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令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

4 11 14 20 28 12 12 16 16 

5 12 15 21 29 13 13 17 17 

6 13 16 22 30 14 14 18 18 

7 14 17 23 31 15 15 19 19 

8 15 18 24 32 16 16 20 20 

， 16 19 25 33 17 17 21 21 

10 17 20 26 34 18 18 22 22 

11 18 21 27 35 19 19 23 23 

12 19 22 28 36 20 20 24 24 

13 20 23 29 37 21 21 25 25 

14 21 25 30 38 22 22 26 26 

15 22 26 31 39 23 23 27 27 

16 23 27 32 40 24 24 28 28 

17 24 28 33 41 25 25 29 29 

18 25 29 34 42 26 26 30 30 

19 26 30 35 43 27 27 31 31 

20 27 31 36 44 28 28 32 32 

21 28 32 37 45 29 29 33 33 

22 29 33 38 46 30 30 34 34 

23 30 35 39 47 31 31 35 35 

24 31 36 40 48 32 32 36 36 

25 32 37 41 49 33 33 37 37 

26 33 38 42 50 34 34 38 38 

27 34 39 43 51 35 35 39 39 

28 35 40 44 52 36 36 40 40 

29 37 41 45 53 37 37 41 43 

30 37 42 46 54 38 38 42 49 

31 38 43 47 55 39 39 43 55 

32 39 44 48 56 40 40 44 61 

33 40 45 49 57 41 41 45 61 

34 42 46 50 58 42 42 46 61 

35 43 47 51 59 43 43 47 61 

36 44 48 52 60 44 44 48 61 

37 45 49 53 61 45 45 49 61 

38 46 50 54 62 46 46 50 61 

39 47 51 55 63 47 47 51 61 

40 48 52 56 64 48 48 52 61 

41 49 53 57 65 49 49 54 61 

42 50 54 58 66 50 50 56 61 

43 51 55 59 67 51 51 58 61 

44 52 56 60 68 52 52 68 61 

45 53 57 61 70 53 53 79 61 

46 54 58 62 72 54 54 82 

47 55 59 63 74 55 55 85 

48 56 60 64 76 56 56 85 

49 57 61 65 77 57 59 85 

50 58 61 66 78 58 62 85 



令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

51 59 63 67 79 59 65 85 

52 60 64 68 80 60 75 85 

53 61 65 69 81 61 87 85 

54 62 66 70 82 62 90 85 

55 63 67 71 83 63 93 85 

56 64 68 72 84 64 93 85 

57 65 69 73 86 65 93 85 

58 66 70 74 88 66 93 85 

59 67 71 75 90 67 93 85 

60 68 72 76 92 68 93 85 

61 69 73 77 95 69 93 85 

62 70 74 78 98 70 93 

63 71 75 79 101 71 93 

64 72 76 80 104 72 93 

65 73 77 81 105 73 93 

66 74 78 82 106 74 93 

67 75 79 83 107 75 93 

68 76 80 84 116 78 93 

69 77 81 86 125 79 93 

70 78 82 88 125 80 93 

71 79 83 90 125 81 93 

72 80 84 92 125 82 93 

73 81 85 93 125 83 93 

74 82 86 94 125 84 93 

75 83 87 95 125 85 93 

76 84 88 96 125 86 93 

77 86 89 97 125 87 93 

78 88 90 98 125 88 93 

79 90 91 99 125 89 93 

80 92 92 100 125 90 93 

81 93 93 101 125 91 93 

82 94 94 102 125 92 93 

83 95 95 103 125 93 93 

84 96 96 104 125 93 93 

85 97 97 105 125 93 93 

86 98 98 106 125 93 

87 99 99 107 125 93 

88 100 100 108 125 93 

89 101 102 110 125 93 

90 102 104 112 125 93 

91 103 106 114 125 93 

92 104 108 116 125 93 

93 106 109 118 125 93 

94 108 110 120 

95 110 111 122 

96 112 112 132 

97 114 113 137 
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令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

98 116 114 138 

99 118 115 139 

100 120 116 141 

101 122 119 141 

102 124 122 141 

103 125 125 141 

104 125 128 141 

105 125 131 141 

106 125 134 141 

107 125 137 141 

108 125 140 141 

109 125 142 141 

110 125 144 141 

111 125 145 141 

112 125 145 141 

113 125 145 141 

114 125 145 141 

115 125 145 141 

116 125 145 141 

117 125 145 141 

118 125 145 141 

119 125 145 141 

120 125 145 141 

121 125 145 141 

122 125 145 141 

123 125 145 141 

124 125 145 141 

125 125 145 141 

126 125 145 

127 125 145 

128 125 145 

129 125 145 

130 125 145 

131 125 145 

132 125 145 

133 125 145 

134 125 145 

135 125 145 

136 125 145 

137 125 145 

138 125 145 

139 125 145 

140 125 145 

141 125 145 

142 125 

143 125 

144 125 



令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

，
 145 I 125 

ハ 教育職給料表（一）降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級 4 級

1 21 25 25 41 

2 22 26 26 42 

3 23 27 27 43 

4 24 28 28 44 

5 25 29 29 45 

6 26 30 30 46 

7 27 31 31 47 

8 28 32 32 48 

， 29 33 33 49 

10 30 34 34 50 

11 31 35 35 51 

12 32 36 36 52 

13 33 37 37 53 

14 34 38 38 54 

15 35 39 39 55 

16 36 40 40 56 

17 37 41 41 57 

18 38 42 42 58 

19 39 43 43 59 

20 40 44 44 60 

21 41 45 45 61 

22 42 46 46 62 

23 43 47 47 63 

24 44 48 48 64 

25 45 49 49 66 

26 46 50 50 68 

27 47 51 51 70 

28 48 52 52 72 

29 50 53 53 74 

30 52 54 54 76 

31 54 55 55 77 

32 56 56 56 77 

33 59 57 57 77 

34 62 58 58 77 

35 65 59 59 77 

36 68 60 60 77 

37 69 61 61 77 

38 70 62 62 

39 71 63 63 

40 72 64 64 

41 74 65 65 

42 76 66 66 



10 令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

43 78 67 67 

44 80 68 68 

45 82 69 69 

46 84 70 70 

47 86 71 71 

48 88 72 72 

49 90 73 73 

50 92 74 74 

51 94 75 75 

52 96 76 76 

53 98 77 77 

54 100 78 78 

55 102 79 79 

56 104 80 80 

57 107 81 81 

58 110 82 82 

59 113 83 83 

60 116 84 84 

61 121 85 86 

62 126 86 88 

63 131 87 90 

64 136 88 92 

65 141 89 93 

66 146 90 94 

67 151 91 95 

68 153 92 96 

69 153 93 99 

70 153 94 102 

71 153 95 105 

72 153 96 108 

73 153 97 111 

74 153 98 114 

75 153 99 117 

76 153 100 117 

77 153 101 117 

78 153 102 

79 153 103 

80 153 104 

81 153 106 

82 153 108 

83 153 110 

84 153 112 

85 153 114 

86 153 116 

87 153 118 

88 153 120 

89 153 125 



令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外 11

90 153 130 

91 153 135 

92 153 140 

93 153 142 

94 153 144 

95 153 145 

96 153 145 

97 153 145 

98 153 145 

99 153 145 

100 153 145 

101 153 145 

102 153 145 

103 153 145 

104 153 145 

105 153 145 

106 153 145 

107 153 145 

108 153 145 

109 153 145 

110 153 145 

111 153 145 

112 153 145 

113 153 145 

114 153 145 

115 153 145 

116 153 145 

117 153 145 

118 153 

119 153 

120 153 

121 153 

122 153 

123 153 

124 153 

125 153 

126 153 

127 153 

128 153 

129 153 

130 153 

131 153 

132 153 

133 153 

134 153 

135 153 

136 153 



12 令和 4年 12月 22日（木曜日） 石川 県 公 報 号 外

137 153 

138 153 

139 153 

140 153 

141 153 

142 153 

143 153 

144 153 

145 153 

ニ 教育職給料表（二）降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級 4 級

1 ， 37 ， 57 

2 10 38 10 58 

3 10 39 11 59 

4 11 40 12 60 

5 12 41 13 61 

6 13 42 14 62 

7 14 43 15 63 

8 15 44 16 64 

， 16 45 17 65 

10 17 46 18 66 

11 18 47 19 67 

12 19 48 20 68 

13 20 49 21 69 

14 21 50 22 70 

15 23 51 23 71 

16 24 52 24 72 

17 25 53 25 73 

18 26 54 26 74 

19 27 55 27 75 

20 28 56 28 80 

21 29 57 29 85 

22 30 58 30 90 

23 31 59 31 93 

24 32 60 32 93 

25 33 61 33 93 

26 34 62 34 93 

27 35 63 35 93 

28 36 64 36 93 

29 37 65 37 93 

30 38 66 38 93 

31 39 67 39 93 

32 40 68 40 93 

33 41 69 41 93 

34 42 70 42 93 
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35 43 71 43 93 

36 44 72 44 93 

37 45 73 45 93 

38 46 74 46 

39 47 75 47 

40 48 76 48 

41 51 77 49 

42 54 78 50 

43 57 79 51 

44 60 80 52 

45 62 81 53 

46 64 82 54 

47 66 83 55 

48 68 84 56 

49 70 85 57 

50 72 86 58 

51 74 87 59 

52 76 88 60 

53 78 89 61 

54 80 90 62 

55 82 91 63 

56 84 92 64 

57 85 93 65 

58 86 94 66 

59 87 95 67 

60 88 96 68 

61 91 97 69 

62 94 98 70 

63 97 99 71 

64 100 100 72 

65 107 101 73 

66 114 102 74 

67 121 103 75 

68 125 104 76 

69 125 105 77 

70 125 106 78 

71 125 107 79 

72 125 108 80 

73 125 109 82 

74 125 110 84 

75 125 111 86 

76 125 112 88 

77 125 114 89 

78 125 116 90 

79 125 118 91 

80 125 120 95 

81 125 121 99 
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82 125 122 103 

83 125 123 107 

84 125 124 112 

85 125 125 114 

86 125 126 116 

87 125 127 117 

88 125 128 117 

89 125 130 117 

90 125 134 117 

91 125 138 117 

92 125 142 117 

93 125 146 117 

94 125 150 

95 125 153 

96 125 156 

97 125 157 

98 125 157 

99 125 157 

100 125 157 

101 125 157 

102 125 157 

103 125 157 

104 125 157 

105 125 157 

106 125 157 

107 125 157 

108 125 157 

109 125 157 

110 125 157 

111 125 157 

112 125 157 

113 125 157 

114 125 157 

115 125 157 

116 125 157 

117 125 157 

118 125 

119 125 

120 125 

121 125 

122 125 

123 125 

124 125 

125 125 

126 125 

127 125 

128 125 
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129 125 

130 125 

131 125 

132 125 

133 125 

134 125 

135 125 

136 125 

137 125 

138 125 

139 125 

140 125 

141 125 

142 125 

143 125 

144 125 

145 125 

146 125 

147 125 

148 125 

149 125 

150 125 

151 125 

152 125 

153 125 

154 125 

155 125 

156 125 

157 125 

ホ 研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級 4 級

1 25 33 17 21 

2 26 34 18 22 

3 27 35 19 23 

4 28 36 20 24 

5 29 37 21 25 

6 30 38 22 26 

7 31 39 23 27 

8 32 40 24 28 

， 33 41 25 29 

10 34 42 26 30 

11 35 43 27 31 

12 36 44 28 32 

13 37 45 29 33 

14 38 46 30 34 
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15 39 47 31 35 

16 40 48 32 36 

17 41 50 33 38 

18 42 52 34 40 

19 43 54 35 42 

20 44 56 36 44 

21 46 59 37 46 

22 48 62 38 48 

23 50 65 39 50 

24 52 68 40 52 

25 54 70 41 54 

26 56 72 42 58 

27 58 74 43 61 

28 60 76 44 64 

29 62 77 46 67 

30 64 78 48 70 

31 66 79 50 73 

32 68 80 52 73 

33 70 84 53 73 

34 72 88 54 73 

35 74 92 55 73 

36 76 96 56 73 

37 78 99 58 73 

38 80 102 60 73 

39 82 106 62 73 

40 84 110 64 73 

41 86 115 67 73 

42 88 120 70 73 

43 90 121 74 73 

44 92 121 78 73 

45 93 121 82 73 

46 94 121 86 73 

47 95 121 89 73 

48 96 121 89 73 

49 97 121 89 73 

50 98 121 89 73 

51 99 121 89 73 

52 100 121 89 73 

53 102 121 89 73 

54 104 121 89 73 

55 106 121 89 73 

56 108 121 89 73 

57 111 121 89 73 

58 114 121 89 73 

59 117 121 89 73 

60 120 121 89 73 

61 121 121 89 73 
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62 121 121 89 73 

63 121 121 89 73 

64 121 121 89 73 

65 121 121 89 73 

66 121 121 89 73 

67 121 121 89 73 

68 121 121 89 73 

69 121 121 89 73 

70 121 121 89 73 

71 121 121 89 73 

72 121 121 89 73 

73 121 121 89 73 

74 121 121 

75 121 121 

76 121 121 

77 121 121 

78 121 121 

79 121 121 

80 121 121 

81 121 121 

82 121 121 

83 121 121 

84 121 121 

85 121 121 

86 121 121 

87 121 121 

88 121 121 

89 121 121 

90 121 

91 121 

92 121 

93 121 

94 121 

95 121 

96 121 

97 121 

98 121 

99 121 

100 121 

101 121 

102 121 

103 121 

104 121 

105 121 

106 121 

107 121 

108 121 
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109 121 

110 121 

111 121 

112 121 

113 121 

114 121 

115 121 

116 121 

117 121 

118 121 

119 121 

120 121 

121 121 

ヘ 医療職給料表（一）降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級

1 21 17 25 

2 22 18 26 

3 23 19 27 

4 24 20 28 

5 25 21 29 

6 26 22 30 

7 27 23 31 

8 28 24 32 

， 29 25 33 

10 30 26 34 

11 31 27 35 

12 32 28 36 

13 33 29 37 

14 34 30 38 

15 35 31 39 

16 36 32 40 

17 37 33 41 

18 38 34 42 

19 39 35 43 

20 40 36 44 

21 41 37 45 

22 42 38 46 

23 43 39 47 

24 44 40 48 

25 46 41 49 

26 48 42 50 

27 52 43 51 

28 56 44 52 

29 59 45 53 

30 62 46 54 
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31 65 47 55 

32 65 48 56 

33 65 49 57 

34 65 50 58 

35 65 51 59 

36 65 52 60 

37 65 54 62 

38 65 56 64 

39 65 58 66 

40 65 60 68 

41 65 62 70 

42 65 64 74 

43 65 66 78 

44 65 68 82 

45 65 71 86 

46 65 74 88 

47 65 77 89 

48 65 82 89 

49 65 87 89 

50 65 92 89 

51 65 97 89 

52 65 97 89 

53 65 97 89 

54 65 97 89 

55 65 97 89 

56 65 97 89 

57 65 97 89 

58 65 97 89 

59 65 97 89 

60 65 97 89 

61 65 97 89 

62 65 97 89 

63 65 97 89 

64 65 97 89 

65 65 97 89 

66 65 97 

67 65 97 

68 65 97 

69 65 97 

70 65 97 

71 65 97 

72 65 97 

73 65 97 

74 65 97 

75 65 97 

76 65 97 

77 65 97 
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78 65 97 

79 65 97 

80 65 97 

81 65 97 

82 65 97 

83 65 97 

84 65 97 

85 65 97 

86 65 97 

87 65 97 

88 65 97 

89 65 97 

90 65 

91 65 

92 65 

93 65 

94 65 

95 65 

96 65 

97 65 

ト 医療職給料表（二）降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

1 21 17 13 17 17 17 

2 22 18 14 18 18 18 

3 23 19 15 19 19 19 

4 24 20 16 20 20 20 

5 25 21 17 21 21 21 

6 26 22 18 22 22 22 

7 27 23 19 23 23 23 

8 28 24 20 24 24 24 

， 29 25 21 25 25 25 

10 30 26 22 26 26 26 

11 31 27 23 27 27 27 

12 32 28 24 28 28 28 

13 33 29 25 29 29 29 

14 34 30 26 30 30 30 

15 35 31 27 31 31 31 

16 36 32 28 32 32 32 

17 37 33 29 33 33 33 

18 38 34 30 34 34 34 

19 39 35 31 35 35 35 

20 40 36 32 36 36 36 

21 41 37 33 37 37 38 

22 42 38 34 38 38 40 

23 43 39 35 39 39 42 
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24 44 40 36 40 40 44 

25 45 41 37 41 41 50 

26 46 42 38 42 42 56 

27 47 43 39 43 43 62 

28 48 44 40 44 44 65 

29 50 45 41 45 45 65 

30 52 46 42 46 46 65 

31 54 47 43 47 47 65 

32 56 48 44 48 48 65 

33 58 49 45 50 50 65 

34 60 50 46 52 52 65 

35 62 51 47 54 54 65 

36 64 52 48 56 56 65 

37 66 53 49 57 59 65 

38 68 54 50 58 62 65 

39 70 55 51 59 65 65 

40 72 56 52 60 69 65 

41 74 57 53 63 73 65 

42 76 58 54 66 77 65 

43 78 59 55 69 81 65 

44 80 60 56 72 85 65 

45 82 61 57 76 85 65 

46 84 62 58 80 85 65 

47 85 63 59 84 85 65 

48 85 64 60 90 85 65 

49 85 65 61 96 85 65 

50 85 66 62 102 85 65 

51 85 67 63 105 85 65 

52 85 68 64 105 85 65 

53 85 70 65 105 85 65 

54 85 72 66 105 85 

55 85 74 67 105 85 

56 85 76 68 105 85 

57 85 78 69 105 85 

58 85 80 70 105 85 

59 85 82 71 105 85 

60 85 84 72 105 85 

61 85 91 74 105 85 

62 85 98 76 105 85 

63 85 105 78 105 85 

64 85 105 80 105 85 

65 85 105 82 105 85 

66 85 105 84 105 

67 85 105 86 105 

68 85 105 88 105 

69 85 105 89 105 

70 85 105 90 105 
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71 85 105 91 105 

72 85 105 92 105 

73 85 105 94 105 

74 85 105 113 105 

75 85 105 113 105 

76 85 105 113 105 

77 85 105 113 105 

78 85 105 113 105 

79 85 105 113 105 

80 85 105 113 105 

81 85 105 113 105 

82 85 105 113 105 

83 85 105 113 105 

84 85 105 113 105 

85 85 105 113 105 

86 85 105 113 

87 85 105 113 

88 85 105 113 

89 85 105 113 

90 85 105 113 

91 85 105 113 

92 85 105 113 

93 85 105 113 

94 85 105 113 

95 85 105 113 

96 85 105 113 

97 85 105 113 

98 85 105 113 

99 85 105 113 

100 85 105 113 

101 85 105 113 

102 85 105 113 

103 85 105 113 

104 85 105 113 

105 85 105 113 

106 105 

107 105 

108 105 

109 105 

110 105 

111 105 

112 105 

113 105 
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チ 医療職給料表（三）降格時号給対応表

降格した日の前日 降 格 後 の 万ロ 給

に受けていた号給 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

1 17 25 13 17 21 17 

2 17 26 14 18 22 18 

3 17 27 15 19 23 19 

4 18 28 16 20 24 20 

5 19 29 17 21 25 21 

6 20 30 18 22 26 22 

7 21 31 19 23 27 23 

8 22 32 20 24 28 24 

， 23 33 21 25 29 25 

10 25 34 22 26 30 26 

11 26 35 23 27 31 27 

12 27 36 24 28 32 28 

13 28 37 25 29 33 29 

14 29 38 26 30 34 30 

15 31 39 27 31 35 31 

16 32 40 28 32 36 32 

17 33 41 29 33 37 33 

18 34 42 30 34 38 34 

19 35 43 31 35 39 35 

20 36 44 32 36 40 36 

21 37 45 33 37 41 37 

22 38 46 34 38 42 38 

23 39 47 35 39 43 39 

24 40 48 36 40 44 40 

25 41 49 37 41 45 41 

26 42 50 38 42 46 42 

27 43 51 39 43 47 43 

28 44 52 40 44 48 44 

29 45 53 41 45 50 45 

30 46 54 42 46 52 46 

31 47 55 43 47 54 47 

32 48 56 44 48 56 48 

33 49 57 45 49 58 49 

34 50 58 46 50 60 50 

35 51 59 47 51 62 51 

36 52 60 48 52 64 56 

37 53 61 49 53 66 61 

38 54 62 50 54 68 66 

39 55 63 51 55 70 69 

40 56 64 52 56 72 69 

41 57 65 53 57 78 69 

42 58 66 54 58 84 69 

43 59 67 55 59 90 69 

44 60 68 56 60 93 69 
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45 61 69 57 61 93 69 

46 62 70 58 62 93 69 

47 63 71 59 63 93 69 

48 64 72 60 64 93 69 

49 65 73 61 65 93 69 

50 66 74 62 66 93 69 

51 67 75 63 67 93 69 

52 68 76 64 68 93 69 

53 69 77 65 70 93 69 

54 70 78 66 72 93 69 

55 71 79 67 74 93 69 

56 72 80 68 76 93 69 

57 73 81 69 77 93 69 

58 74 82 70 78 93 

59 75 83 71 79 93 

60 76 84 72 80 93 

61 77 85 73 82 93 

62 78 86 74 84 93 

63 79 87 75 86 93 

64 80 88 76 88 93 

65 82 89 77 90 93 

66 84 90 78 92 93 

67 86 91 79 94 93 

68 88 92 80 98 93 

69 89 93 81 102 93 

70 90 94 82 106 

71 91 95 83 110 

72 92 96 84 112 

73 94 97 85 113 

74 96 98 86 113 

75 98 99 87 113 

76 100 100 88 113 

77 102 101 89 113 

78 104 102 90 113 

79 106 103 91 113 

80 108 104 92 113 

81 112 107 93 113 

82 116 110 94 113 

83 120 113 95 113 

84 124 116 96 113 

85 127 120 98 113 

86 130 124 100 113 

87 133 128 102 113 

88 136 132 104 113 

89 140 135 105 113 

90 144 140 106 113 

91 148 145 107 113 
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92 152 150 110 113 

93 156 153 113 113 

94 160 153 116 

95 164 153 119 

96 168 153 122 

97 169 153 125 

98 169 153 125 

99 169 153 125 

100 169 153 125 

101 169 153 125 

102 169 153 125 

103 169 153 125 

104 169 153 125 

105 169 153 125 

106 169 153 125 

107 169 153 125 

108 169 153 125 

109 169 153 125 

110 169 153 125 

111 169 153 125 

112 169 153 125 

113 169 153 125 

114 169 153 

115 169 153 

116 169 153 

117 169 153 

118 169 153 

119 169 153 

120 169 153 

121 169 153 

122 169 153 

123 169 153 

124 169 153 

125 169 153 

126 169 

127 169 

128 169 

129 169 

130 169 

131 169 

132 169 

133 169 

134 169 

135 169 

136 169 

137 169 

138 169 
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（ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 四 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 中 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 第 五 十 二 条 の 改 正 規 定 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 五 十 二 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

2 別 表 第 九 に 掲 げ る 職 員 （ 次 項 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の 給 料 の 調 整 額 は 、 調 整 基 本 額 に そ の 者 に 係 る 別 表 第

九 の 調 整 数 欄 に 掲 げ る 調 整 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

3 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 給 料 の 調 整 額 は 、 調 整 基 本 額 に そ の 者 に 係 る 別 表 第 九 の 調 整 数 欄 に 掲 げ る 調 整 数 を

乗 じ て 得 た 額 に 、 当 該 各 号 に 定 め る 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

一 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条

例 第 三 十 八 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 二 項 第 二 号 又 は 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日

及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 。 以 下 「 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ）

第 三 条 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 学 校 職 員 勤

務 時 間 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

二 育 児 休 業 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤

務 を し て い る 職 員 （ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 二 項 第 一 号 又 は 学 校

職 員 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 一

項 又 は 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

三 育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 又 は 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年

石 川 県 条 例 第 九 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 短 時 間

勤 務 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 二 項 第 三 号 又 は 学 校 職 員 勤 務

時 間 条 例 第 三 条 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 学

校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額

4 前 二 項 に 規 定 す る 調 整 基 本 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ そ の 額 が 給 料

月 額 （ 前 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 に あ っ て は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 に 応 じ た 額 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ

。

） の 百 分 の 四 ・ 五 を 超 え る と き は 、 給 料 月 額 の 百 分 の 四 • 五 に 相 当 す る 額 と し 、 そ

の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。

一 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 及 び 職 務 の 級 に 応 じ た 別 表 第 九 の 二 に 掲 げ る

額
二 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 及 び 職 務 の 級 に 応 じ た 別 表 第 九 の 三 に 掲 げ る 額
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第 五 十 二 条 第 五 項 中 「 前 項 」 を 「 第 三 項 」 に 改 め る 。

第 四 条 の う ち 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 第 三 章 第 二 節 中 第 五 十 二 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規

定 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 章 第 二 節 中 第 五 十 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 給 料 の 調 整 額 ）

第 五 十 二 条 の 二 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 前 条 第 四 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当

分 の 間 、 同 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 応 じ た 額 」 と あ る の は 「 応 じ た 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額

に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円

に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と 、 同 項 第 一 号 中 「 掲 げ る 額 」 と あ る の は 「 掲 げ る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の

額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百

円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。

附 則 第 十 一 条 第 一 項 中 「 第 五 十 二 条 第 三 項 、 第 四 項 及 び 第 六 項 」 を 「 第 五 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 に 改 め 、 同

条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

2 暫 定 再 任 用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 新 給 与

規 則 第 五 十 二 条 第 四 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 第 一 条 の 規 定 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 以 下 「 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 八 の 改 正 規 定

に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 給 与 規 則 の 規 定 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

3 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 第 七 十 一 条 の 規 定 は 、 令 和 四 年 十

二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

4 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た

職 員 及 び 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う ち 、 改 正

後 の 給 与 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 が 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 給 与 規 則 」 と い う 。 ） の

規 定 に よ る 号 給 に 達 し な い 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 当 該 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 給 与 規 則 の 規 定

に か か わ ら ず 、 改 正 前 の 給 与 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 と す る も の と す る 。

5 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職

員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 （ 個 別 に

人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 号 給 を 決 定 す る こ と と さ れ て い る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員

と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 当 該 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る こ と が で き る 。

石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 十 二 月 二 十 二 日

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 号

石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 令 和 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 十 四 ・ 五 」 を 「 十 四 ・ 五 五 」 に 改 め る 。

附 則 第 四 項 中 「 乗 じ て 得 た 額 に 」 の 下 に 「 一 般 職 員 と の 均 衡 を 考 慮 し て 」 を 加 え る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 四 項 の 改 正 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

改 正 後 の 附 則 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に つ い て 、 令 和 五 年 一 月 一 日 か ら 同 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お
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け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 附 則 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 改 正 後 の 附 則 第 二 項 中 「 乗 じ て 得 た 額 」 と あ

る の は 「 乗 じ て 得 た 額 に 任 命 権 者 が 定 め る 数 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切

り 捨 て た 額 と す る 。 ） 」 と 、 「 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 十 四 ・ 五 五 」 と あ る の は 「 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 か ら 石 川 県

会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 四 年 石 川 県 人 事 委 員

会 規 則 第 二 十 号 ） に よ る 改 正 前 の 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 加 算 額 に 十 一 ・ 五 五 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ て 得 た 額 を 三 」

と す る 。

（ 条 例 別 表 に 係 る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 二 項 の 適 用 ）

3 第 八 条 第 一 項 各 号 及 び 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 条 例 別 表 に 係 る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 三 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 令 和 四 年 四 月 一 日 」

と あ る の は 、 「 令 和 四 年 十 二 月 一 日 」 と す る 。
' f 9 2 0ー 8 5 8 0

T  9 2 1ー 8 0 0 2

包 ＿＿ 津 裔 芽 丑 惹 f l 1  T 皿 1 昧 浩

出 ） ＿＿ 津 尚 芽 丑 出 幣 4 T  I § 1 6 6 : i ' : t l l i  葉
出

沖：
：：
：

汁
乍

津

出 涸 応 歯

T E L ( 0 7 6 ) 2 9 2ー 2 2 3 6

叫
D

享



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


